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Ｑ＆Ａ                 令和３年３月３日作成 
申請等について 

個人事業主は対象となりますか？ 対象となります。 

従業員２０人以下の会社や個人事業主も対象となりま

す。 

 

事業主が市外で、事業所（支社・支

所・支店等）が市内の場合対象と

なりますか？ 

雇用調整助成金等の交付決定を受けた申請者が市外の

事業主でも、市内にある事業所（支社・支所・支店

等）を対象に国の交付決定を受けていれば奨励金の対

象となります。 

その場合、審査のため追加で資料の提出を求める場合

がありますので、申請前に下記までお問い合わせくだ

さい。 

（問い合わせ） 

糸島市役所商工観光課 商工労働係 

電話番号：０９２－３３２－２０８０ 

 

国の一次支援金の支給を受けてい

ますが、奨励金の対象となります

か？ 

 

対象となりません。 

雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、小学校休業等

対応助成金のいずれかの決定を受けている事業主が対

象となります。 

 

新型コロナウイルス感染症による

小学校休業等対応支援金
．．．

の支給を

受けたが、市の雇用調整推進奨励

金の対象となりますか？ 

対象となりません。 

雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、小学校休業等

対応助成金のいずれかの決定を受けている事業主が対

象となります。 

 

雇用調整助成金等は３つの助成金

がありますが、該当すればそれぞ

れ給付されますか？ 

雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、小学校休業等

対応助成金をそれぞれ受給した場合でも、給付は１事

業主につき１回までです。 

 

住所は同じで会社が異なる場合は

それぞれ対象となりますか？ 

国の雇用調整助成金等の支給が決定されていれば、そ

れに応じて支給します。 
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国の雇用調整助成金の支給決定を

受けた時点では糸島市に事業所が

ありましたが、市へ申請する時点

では市外に事業所を移転した場

合、対象となりますか？ 

対象となりません。 

国の雇用調整助成金の支給決定を受けた時点、かつ、

市の雇用調整推進奨励金を申請する時点で、糸島市に

事業所がある者が対象となります。 

 

 

雇用調整助成金、緊急雇用安定助

成金、小学校休業等対応助成金の

いずれかの支給申請書の控えを紛

失した場合、どうすればよいです

か？ 

 

原則として、支給申請書の写しの提出が必要です。 

ただし、支給申請書の控えがない場合は、支給申請書

を複製して原本と相違ないことを記入し、押印したも

のを提出してください。 

前回、市の雇用調整推進奨励金の

交付を受けましたが、令和３年１

月 13 日以降の期間で国の雇用調

整助成金等の交付を受けました。 

市の雇用調整推進奨励金を再度申

請できますか。 

今回の対象となる要件を満たせば、申請できます。 

予算について 

予算 2,500 万円とあるが、予算

がなくなった後も申請を受け付け

るのか？ 

予算額に達し次第、申請期限の令和３年１２月２８日

を待たずに受付終了となります。 

早めの申請手続きをお願いします。 

 

 


